
平成25年度　決算説明書／事務事業評価シート

１．概要

国・県支出金 市債 繰入金 一般

2,490 175 3経常
介護サービス利用者支援
事業

利用者負担の軽減
45人 扶助費 4,000 2,665

評価臨／経 細事業名称 事業内容（主な経費等）
予算現額
（千円）

決算額
（千円）

財源内訳

事
業
概
要

　○介護サービス利用者支援事業…生計困難者に対する利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人等に対する助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔対象：介護保険サービスを利用している生計困難者〕

　○介護保険特別会計繰出金…介護保険法に定められた市からの繰出金の支出　〔対象：介護保険特別会計〕

　○国県等精算返還金事業費確定に伴う精算…事業費確定に伴う精算

　○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業…オペレーションシステム（ケアコール等）の購入に対する助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔対象：介護保険サービス事業者〕

課　名 高齢者福祉課

予算
款 項 目 決算書 目　　　名 事業名称

目
的

介護保険を円滑に運営するための事業
対
象

・介護保険サービスを利
  用 している生計困難者
・介護保険特別会計
・介護保険サービス事業
  者

3 2 4 164 頁 介護保険事業費 介護保険事業

計 980,600 932,621 12,490 0 10,264 909,867

3臨時
地域介護・福祉空間整備等
施設整備交付金事業

備品等購入に対する
助成

負担金補助及
び交付金

10,000 10,000 10,000

966 3臨時
国県等精算返還金（介護
サービス利用者支援事業）

事業費確定に伴う精
算による還付

償還金利子及
び割引料

966 966

908,726 3経常 介護保険特別会計繰出金
繰出金

繰出金 965,634 918,990 10,264

2,490 175 3
事業 45人 4,000 2,665

新規

147



２．指標設定

３．実績（上段・実績／下段・達成率）

４．課題と対応

５．事業費・・・Ｈ２３～Ｈ２５（決算額）、Ｈ２６（予算現額）

理由

県　　費 19,162 2,713 2,490 2,400 　Ｈ27年度は第6期介護保険事
業計画の初年度。法改正の中
で、第１号被保険者の収入区分市　　債

財
源

国　　費 10,000 8,735

932,621 1,015,219
増額

うち経常経費 859,069 901,768 921,655 1,003,284

介護予防事業を推進し、健康推進室や県豊肥保健所等と連携して、住
民への啓発と健康づくり事業に取り組み、給付費の伸びに歯止めをか
けていく。

決 算 額 （千円）
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 方向性

1,325,124 902,650

対応（改善点等） － － －

６．Ｈ２７年度予算の方向性

ｄ
－ － －

－ －

給付費が毎年度伸びており、介護保険特別会計の安定した運営に支障
を来している。

－ － －

課題
c

－

a 繰出額 億円
13.1

－

64 人 45 人

－ － －

－ －

b 対象者数 人
68 人

単位 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５

介護保険特別会計の経営安定
－ －

目標 目標

成果指標名 単位 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 活動指標名

億円 9.0 億円 9.2 億円

－ － －

－

対象者数 ｃ ｄ

数値 目標 － 目標 －

－

活
動
指
標

指標 a 繰出額 ｂ

成
果
指
標

指標名
介護保険特別会計の経
営安定

目
標
年
度

－

指標の設定理由

介護保険法第124条の規定に基づき、市の一般会計で負担することが定められ
ているため。数値

７．担当課による分析

８．内部評価委員会評価（委員会評価）

0.22

着眼点 分析 分析根拠

継続 介護保険財政の健全化に努めること。

 ⑤ 事業の
　  有効性

成果指標の判断 2
法に定められた繰出を行っているもの
の、期待している程の成果は上がって
いない状況にある。

事業の方向性 評価内容

959 976

一般財源 1,305,962 899,937 909,867 989,374

うち経常 855,947 899,055 908,901 988,574

 ③ 受益の
　　対象性

事業対象の確認 1
対象が、事業所・申請者・介護保険特
別会計と限定された事業である。

 ④ 手段の
　  妥当性

活動指標の分析 3
介護保険法に定められた一般会計か
ら介護保険特別会計への繰出を行っ
た。

 ① 事業の
　  必要性

必要性の再確認 3
介護保険法に定められた一般会計か
ら介護保険特別会計への繰出と、国・
県の補助金交付要綱に即して実施。

 ② 行政の
　　関与性

責任領域の精査 3
一般会計から特別会計への繰出は介
護保険法の規定による。（124条）

事業費に係る人役 0.13 0.12 0.22

そ の 他 10,264 14,710
で、第１号被保険者の収入区分
の段階の増、保険料2割負担、
介護サービス事業の市町村事
業化などが計画されており、毎
年、介護給付費が伸びている背
景を考えると増額になることが
予想される。

内
訳

事業費に係る人件費 559 515

3

3

1

3

2
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分析グラフ
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